
平成３０年７月農業委員会定例会議事録 

日時 

 

場所 

 

 

 

日程第１ 

日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

日程第５ 

日程第６ 

日程第７ 

 

日程第８ 

日程第９ 

 

出席委員 

 

 

 

 

欠席委員 

 

事務局 

 

農地機構 

 

傍聴者 

 

 

 

 

平成３０年７月２０日（金）午後１時３９分～ 

 

さぬき市役所３階 ３０１・３０２会議室 

 

議事録署名委員の指名について 

 

諸報告 

農地法第３条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１号～６号） 

非農地証明願いについて          （会長提出議案第７号～１２号） 

農地法第４条に基づく申請審議について     （会長提出議案第１３号） 

農地法第５条に基づく事業計画変更の申請審議について（会長提出議案第１４号～１７号） 

農地法第５条に基づく申請審議について   （会長提出議案第１８号～２２号） 

農用地利用集積計画の審議について      （会長提出議案第２３号） 

農用地利用配分計画について        （会長提出議案追加第１号） 

農業経営改善計画の審査について      （会長提出議案第２４号） 

その他 

 

1 楠 豊 2 蓮池秋男 3 上野壽雄 4 蓮井セツ子 5松岡浩二 6 稲田俊美  

7 大塚ノブ子 8 岡村義弘 9 小川義洋 10 神野 太 11 佐藤恭一 

12 芳竹和政 13 岩澤佳宣 14 寒川 巧 15 十河道夫 16 藤澤 明  

17 岩﨑治樹(会長職務代理者) 18 松原俊幸（会長）  

 

なし 

    

藤井浩事務局長 山下智資課長補佐 北野茂雄課長補佐 松村昌憲副主幹 

 

谷口孝農地集積専門員 松岡一海農地集積専門員 

 

無 
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議長（会長） 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

ご案内申し上げました平成３０年７月農業委員会定例会の定刻がまいりまし

たので開会いたします。 

皆さんこんにちは。暑さ厳しい折、いかがお過ごしでしょうか。先日の西日本

豪雨では、連日、新聞、テレビ等で報道されておりますが、皆様方の地区では、

いかがでしたでしょうか。幸いにも大きな被害はないと聞いております。また、

近隣の各県におきましては、大変な死亡者が出て、二百十数名という死亡者が

出ております。本当にいたたまれなく、お悔やみ申し上げます。さて、先月の

定例会におかれましては、審議や日頃の活動等にご協力頂けましたこと厚く御

礼申し上げます。農地集積、集約化等、推進委員さんらと共に現場活動を活発

にお願いし、来月からは、農地利用状況調査、農地パトロールが始まります。

これから夏本番になって暑くなりますが、水分や塩分補給等を摂取して、体に

はくれぐれもご自愛頂きまして、仕事に励んで頂きたいと思います。 

さて、本日の議題でありますが、各案件につきましては、円滑なご審議ができ

るようご協力のほどお願いして、挨拶とさせて頂きます。 

本日提案いたします案件については、事前に各地区で現地確認等を行っている

と思いますのでよろしくお願いいたします。本日の出席は１８名中１８名の出

席ですので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定に基づき過半数

の出席ですので成立することを宣言いたします。では、議事録の署名ですが私

のほうから指名させていただきます。８番岡村委員、１２番芳竹委員よろしく

お願いします。では、本日の日程に沿って進めさせていただきます。続いて、

事務局より諸報告をお願いします。 

 

農地法第１８条第６項に基づく通知について、第１号は売買のため解約する。

使用貸借終了農地返還通知について、第１号から第３号は利用権の中途解約す

ることを報告。 

続いて、６月に審議した、農業振興地域整備計画変更の答申についての会長提

出議案第１９号について、転用計画の延期で取下げがあったことを報告。 

 

事務局の報告が終わりました。 

では、日程第２  農地法第３条に基づく申請審議について、会長提出議案第１

号から第６号までを議題とし一括上程します。事務局から説明を求めます。 

 

議案第１号から第６号については、●●●●●●●●●です。第１号から第６

号については、経営農地は適切に管理しており、下限面積を満たしています。

権利は所有権移転を伴うものです。いずれも農地法第３条許可の要件を満たす

ものと判断されます。以上です。 

 

事務局からの説明が終了いたしました。なお、本議案については、●●地区、

●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお願

いします。●●地区の代表委員から報告をお願いします。 
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議長（会長） 

 

小川義洋委員 
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芳竹和政委員 
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議長（会長） 
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議長（会長） 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

議案１号、２号について、事務局から説明がありましたように、問題がないと

思います。以上です。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第４号について、現地を確認したところ問題がないと思います。 

 

第３号について、推進委員と現地を確認しました。問題ないと思います。ただ、

現地に行くのに、議案書の地番だけでは、分かりにくいため、３条についても

できれば地図の添付をお願いします。 

 

分かりました。 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第５号議案については、申請人が、地区外であり、誰も知らないので、確認で

きなかったのが実情です。地図もなく、場所も分かりませんでした。事務局か

ら説明再度説明をお願いしたいです。第６号議案については、問題ありません。 

 

譲受人の方の親族の方が、●●●に住んでいて、その家の方が所有している農

地と申請人の農地を耕作しており、近くで農地を売買したい話があり、双方合

意し申請に及んだものである。 

また、この案件については、前回の定例会で審議しました、５条申請の●●●

●案件の隣接地の農地を取得するものです。今回、無断転用の是正ができまし

たので、●●●●様が取得するものです。 

 

先ほどの●●委員さんと●●委員さんの申請地の位置図の件ですが、タブレッ

トを導入する計画をしていましたが、作業服の方が、先になりました。今後、

タブレットの導入を計画できればと思っています。 

 

推進委員といっしょに現地に行く場合、地図があれば、すぐに行けるので、調

べる手間を省けるので、地図があれば便利です。 

 

●●●●●は、タブレットを導入しているようなので、本市も導入できるよう

検討していきたいです。 

 

各地区代表委員の報告が終わりました。 

議案第１号から第６号につきまして質疑等がありましたらご発言を認めます。 

 

「質疑なし。」との声あり。 

 

それでは、議案第１号から第６号につきましてお諮りします。議案第１号から
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議長（会長） 

 

上野壽雄委員 

 

第６号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号から第６号を原案のとおり認めることと致します。 

 

日程第３ 非農地証明願いについて、会長提出議案第７号から第１２号までを

議題とし一括上程致します。事務局より説明を求めます。 

 

今回の非農地証明願い案件は６件あり、面積にして５，０１１.７６㎡、１６

筆です。それでは、個別案件の説明をいたします。 

第７号は、農地へ進入するための耕作道として利用するものであり、市非農地

証明願い事務処理要領に基づく基準に適合していると判断されます。 

議案第８号は、平成１０年頃から約２０年耕作不能な状態が継続し山林化した

もので、市非農地証明願い事務処理要領に基づく基準に適合していると判断さ

れます。 

議案第９号は、平成３年頃から２０年以上耕作不能な状態が継続し山林化した

もので、市非農地証明願い事務処理要領に基づく基準に適合していると判断さ

れます。 

議案第１０号は、昭和３８年頃から５０年以上耕作不能な状態が継続し山林化

したもので、市非農地証明願い事務処理要領に基づく基準に適合していると判

断されます。 

議案第１１号は、平成１０年頃から２０年以上耕作不能な状態が継続し山林化

したもので、市非農地証明願い事務処理要領に基づく基準に適合していると判

断されます。 

議案第１２号は、農地への水源確保のための堀を開設したもので、市非農地証

明願い事務処理要領に基づく基準に適合していると判断されます。 

 

事務局の説明が終わりました。なお、本議案については、●●地区、●●地区、

●●地区、●●地区の関係案件ですので各代表委員から調査結果の報告をお願

いします。 

まず、●●地区の代表委員から報告をお願いします。 

 

第７号、第８号については、事務局の説明のとおりであり問題ないです。 

内容としては、事務局の説明のとおりで、現地は、資料の写真のとおりであり、地 

区としては、問題ないということになりました。よろしくご審議をお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第９号については、資料の写真のとおりでありまして、地区としては、認めること

としております。よろしくご審議をお願いします。 
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楠豊委員 

 

 

 

議長（会長） 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第１０号、第１１号については、事務局の説明のとおりであり、問題ないというこ

とになりました。地区としては、認めることとしております。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

資料の写真のとおりであり、問題ないです。よろしくご審議をお願いします。 

 

各地区代表委員の報告が終わりました。 

議案第７号から第１２号までにつきまして質疑等がありましたらご発言を認

めます。 

 

「質疑なし。」との声あり。 

 

それでは、議案第７号から第１２号につきましてお諮りします。議案第７号か

ら第１２号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第７号から第１２号を原案のとおり認めることと致します。 

 

日程第４ 農地法第４条に基づく申請審議について、会長提出議案第１３号を

議題とし上程致します。それでは、事務局の説明を求めます。 

 

今回の第４条案件は１件あり、面積にして６３３㎡、１筆です。それでは、個

別案件の説明を致します。 

議案第１３号は、農地法施行令及び同法施行規則で申請地周辺の状況等から第

２種農地判断です。転用目的は●●●●です。無断転用です。隣接同意、水利

組合、関係団体の調整は整い、申請に至ったものです。隣接農地への影響はな

いと考えています。申請地は旧●●●です。 

 

事務局の説明が終わりました。なお、本議案については、●●地区の関係案件

ですので、地区代表委員から調査結果の報告をお願いします。 

 

第１３号ですが、事務局の説明どおりであり、水利組合等関係者の同意もあり、無

断転用ですが、是正ということであり、地区としては、止むを得ないこととしてお

ります。よろしくご審議をお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。 
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議長（会長） 

 

 

議案第１３号につきまして質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし。」との声あり。 

 

それでは、議案第１３号につきまして、お諮りします。議案第１３号について

異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１３号を原案のとおり認めることとし香川県に進達致しま

す。 

 

日程第５ 農地法第５条に基づく事業計画変更の申請審議について、会長提出

議案第１４号から第１７号を議題とし一括上程致します。それでは、事務局の

説明を求めます。 

 

今回の第５条に基づく事業計画変更の案件は４件あり、面積にして２１，０９

０㎡、２４筆です。それでは、個別案件の説明を致します。 

議案第１４号は、農地法施行令及び同法施行規則で申請地周辺の状況等から第

２種農地判断です。転用目的は●●●●です。変更前の転用工期は、平成●●

年●月●日から平成●●年●月●●日です。変更後の転用工期は、平成●●年

●月●日から平成●●年●月●●日です。転用工期を変更するものです。申請

地は旧●●●です。 

議案第１５号は、農地法施行令及び同法施行規則で申請地周辺の状況等から第

２種農地判断です。転用目的は●●●●です。変更前の転用工期は、平成●●

年●月●●日から平成●●年●●月●●日です。変更後の転用工期は、平成●

●年●月●●日から平成●●年●●月●●日です。転用工期を変更するもので

す。申請地は旧●●●です。 

議案第１６号は、農地法施行令及び同法施行規則で申請地周辺の状況等から第

２種農地判断です。転用目的は●●●●です。変更前の転用工期は、平成●●

年●●月●●日から平成●●年●●月●●日です。変更後の転用工期は、平成

●●年●●月●●日から平成●●年●●月●●日です。転用工期を変更するも

のです。申請地は旧●●●です。 

議案第１７号は、農地法施行令及び同法施行規則で申請地周辺の状況等から第

２種農地判断です。転用目的は●●●●です。変更前の盛土高は、０．３ｍか

ら１．３ｍです。変更後の盛土高は、３．２ｍから４．０ｍです。盛土高を変

更するものです。申請地は旧●●●です。 

 

事務局の説明が終わりました。なお、本議案については、●●地区の関係案件

ですので、地区代表委員から調査結果の報告をお願いします。 
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議長（会長） 
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第１４号から第１７号について、事務局の説明どおりであり、問題はありません。

なお、第１７号ですが、盛土高を変更するため、高くなる河川側の法面について、

計画どおり実施しているのか、監視していく必要があると思っています。よろしく

ご審議をお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。 

議案第１４号から第１７号につきまして質疑等がありましたら発言を認めま

す。 

 

第１７号について、計画変更することについての水利組合等の地元調整はでき

ているのですか。 

 

計画変更にかかる地元調整関係の書類を再度添付されています。 

 

他に質疑はありませんか。 

 

第１７号ですが、高さが高くなっており、川に隣接している箇所は、充分に注

意して工事を進めてもらいたいと思います。 

 

●●委員さん、●●地区の推進委員さんも、現地を見て、了承得ているのです

ね。 

 

はい。 

 

他に質疑はありませんか。 

 

「質疑なし。」との声あり。 

 

それでは、議案第１４号から第１７号につきまして、お諮りします。議案第１

４号から第１７号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１４号から第１７号を原案のとおり認めることとします。 

 

日程第６ 農地法第５条に基づく申請審議について、会長提出議案第１８号か

ら第２２号を議題とし一括上程致します。それでは、事務局の説明を求めます。 

 

今回の第５条案件は５件あり、面積にして２，４６３㎡、５筆です。それでは、

個別案件の説明を致します。 

議案第１８号、第１９号は、農地法施行令及び同法施行規則で申請地周辺の状
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況等から第３種農地、第２種住居地域です。転用目的は●●●●で、権利は●

●●●●●●です。隣接同意、関係団体等の調整は整い、申請に至ったもので

す。隣接農地への影響はないと考えています。申請地は旧●●●です。 

議案第２０号は、農地法施行令及び同法施行規則で申請地周辺の状況等から第

２種農地です。転用目的は●●●で、権利は●●●●●●●です。無断転用で

す。隣接同意、関係団体等の調整は整い、申請に至ったものです。隣接農地へ

の影響はないと考えています。申請地は旧●●●です。 

議案第２１号は、農地法施行令及び同法施行規則で申請地周辺の状況等から第

２種農地判断です。転用目的は●●●●で、権利は●●●●●●●●です。隣

接同意、関係団体等の調整は整い、申請に至ったものです。隣接農地への影響

はないと考えています。申請地は旧●●●です。 

議案第２２号は、農地法施行令及び同法施行規則で申請地周辺の状況等から第

２種農地判断です。転用目的は●●●●●●●●で、権利は●●●●●●●で

す。隣接同意、関係団体等の調整は整い、申請に至ったものです。隣接農地へ

の影響はないと考えています。申請地は旧●●●です。 

 

事務局の説明が終わりました。なお、本議案については、●●地区、●●地区

の関係案件ですので、地区代表委員から調査結果の報告をお願いします。●●

地区からお願いします。 

 

第１８号、第１９号は、事務局の説明どおりであり、問題はありません。よろしく

ご審議をお願いします。 

 

第２０号、第２１号は、事務局の説明どおりであり、問題はありません。よろしく

ご審議をお願いします。 

 

続きまして、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第２２号については、事務局の説明のとおりであり、問題ありません。よろしくご

審議をお願いします。 

 

各地区代表委員の報告が終わりました。 

議案第１８号から第２２号につきまして質疑等がありましたら発言を認めま

す。 

 

「質疑なし。」との声あり。 

 

それでは、議案第１８号から第２２号につきまして、お諮りします。議案第１

８号から第２２号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 



  

 

議長（会長） 

 

 

議長（会長） 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

議長（会長） 

 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

それでは、議案第１８号から第２２号を原案のとおり認めることとし香川県に

進達致します。 

 

日程第７  農用地利用集積計画の審議について会長提出議案第２３号を上程

致します。事務局から説明を求めます。 

 

会長提出議案第２３号についてご説明します。 

個人が９件、法人が１件、中間管理機構が８件の合計で１８件でございます。１８

件の内、新規１４件、再設定４件でございます。１８件の内、賃借権が５件、使用

貸借権が１３件でございます。賃借権の内訳として、物納が２件、１，５００円が

２件、２０，０００円が１件となっています。なお期間は、１０年が５件、６年が

４件、５年が２件、３年が６件、６カ月が１件となっております。以上でございま

す。 

 

説明が終了致しました。質疑に入ります。 

なお、本案件につきましては一括して質疑に入ります。質疑等がある場合、整

理番号指定の上、ご発言願います。 

 

「質疑なし。」との声あり。 

 

それでは、議案第２３号について、原案どおり認めることとしてよろしいでし

ょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

では、原案のとおり認めることといたします。 

 

それでは、ただ今「農用地利用集積計画」が認められましたので、追加議案と 

して「農用地利用配分計画について」を上程したいと思いますが、いかがでし 

ょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

暫時、休憩致します。 
（資料配布） 

 

再開します。 

それでは、会長提出追加議案第１号「農用地利用配分計画の承認について」を

追加提案いたします。事務局より説明を求めます。 

 



  

事務局 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

議長（会長） 

 

 

農林水産課 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

楠豊委員 

 

議長（会長） 

 

十河道夫委員 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

農用地利用配分計画２４件について説明します。貸付先は個人が４件、法人が２０

件で、設定する権利については、賃借権が９件、使用貸借権が１５件となっており

ます。期間は、９年１１カ月が１８件、５年１１カ月が６件となっております。利

用内容は、露地野菜、水稲、麦が中心となっています。以上です。 

 

説明が終わりました。質疑等はありませんか。 

 

「質疑なし。」との声あり。 

 

無ければ、原案のとおり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

では、原案のとおり承認いたします。 

 

日程第８ 農業経営改善計画の審査について、会長提出議案第２４号を議題と

致します。事務局より説明を求めます。 

 

農業経営改善計画認定要領に基づく農業経営改善計画の説明。 

●●●●さん、さぬき市●●●●●●●番地、昭和●●年●●月●日生まれで

す。営農類型は、採種タマネギ、水稲です。 

●●●●さん、さぬき市●●●●●●●●●番地●、昭和●年●月●日生まれ

です。営農類型は、露地野菜、水稲です。 

詳しくは、別紙農業経営改善計画認定申請書をご覧ください。 

 

事務局の説明が終わりました。本議案については、●●地区、●●地区の関係

案件ですので●●地区、●●地区の代表委員から補足事項等がありましたら報

告をお願いします。 

 

高齢ですが、がんばって取り組んでいて、特に問題はありません。 

 

続いて、●●地区代表委員から補足事項をお願いします。 

 

タマネギの契約をして販売しており、また、水田を増やすことなので、特に問

題はありません。 

 

各地区代表委員お報告が終わりました。 

議案第２４号について、質疑等がありましたら発言を認めます。 

 

「質疑なし。」 

 



  

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

議長（会長） 

 

 

 

楠豊委員 

 

議長（会長） 

 

蓮井セツ子委員 

 

 

議長（会長） 

 

小川義洋委員 

 

議長（会長） 

 

芳竹和政委員 

 

 

議長（会長） 

 

十河道夫委員 

 

議長（会長） 

 

谷口孝農地集積

専門員 

 

 

 

 

 

 

それでは、農業経営改善計画の審査について、議案第２４号についてお諮りい

たします。異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、原案のとおり承認することと致します。 

 

本日、上程の議案については以上ですが、日程第９その他です。農地集積進行

状況の報告を各地区代表からお願いします。 

津田地区から、報告をお願い願います。 

 

７月１７日に地区委員会を招集して話をしましたが、今のところありません。 

 

続いて大川地区お願いします。 

 

長年、遊休農地があり、この前やっと解消できました。面積にして、８反５畝

解消できました。 

 

続きまして、志度地区お願いします。 

 

現状維持でこれといってありません。 

 

続きまして、寒川地区お願いします。 

 

昨日、招集して話をしました。特にありませんが、１か所、借り手もなく管理

できない土地があります。営農状況も悪く悩んでいるところです。 

 

続きまして、長尾地区お願いします。 

 

できるだけ今後とも、地区の農地を十分に見ていきたいと思います。 

 

中間管理機構の方から何かあればお願いします。 

 

農地管理事業につきましては、いつもご協力いただきましてありがとうござい

ます。最近の状況ですが、農地の出し手の方について年々劣ってきています。

そういう状況の中で地区の農業委員さん、推進委員さんのところで、小さい情

報でからでもいいですので、さぬき市南部、北部に分かれておりますので、農

地機構へ提供頂いたらと思います。農地機構と協力委員さんとの連絡があまり

ありませんので、農業委員さんや推進委員さんのところでまとめて頂いて、こ

の場で情報提供頂いたらありがたいと思いますので今後ともよろしくお願い

します。 



  

 

議長（会長） 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

他に事務局からありましたらどうぞ。 

 

２点ほどお願いしたいことがあります。まず１点目ですが、総会から４カ月程

過ぎ、先月も担当から説明がありました、全国農業新聞ですが、契約件数が停

滞しており、情報提供活動である農業新聞の推進について、ご協力をお願いし

ます。また、秋頃には、何件か契約のご報告を頂ければと思います。 

２点目ですが、農林水産課から依頼がありました、鳥獣害被害について、例年

になく住民方から被害報告を受けており、耕作放棄地の影響を受けているので

は、ないかと推測されています。また、コシヒカリの早米等に影響するカメ虫

の発生防止があげられ、遊休農地の草刈等、農業委員さんや推進委員さんに地

域の巡回をお願いするものです。最後に、新しく農業委員会制度変わり１年経

ちましたが、農業委員会活動に向けて何か補足するものがあれば、意見を挙げ

てもらえればと思います。先ほどの遊休農地対策の補足事項として、農林水産

課の方で、さぬき市遊休農地活用補助交付要綱を作成しているので、農地の貸

借を進める上で、併せて遊休農地解消のために活用してほしいです。 

 

他にありませんか。 

 

「なし。」 

 

以上をもちまして、平成３０年７月農業委員会定例会を閉会とします。慎重な

る審議をありがとうございました。 

 

（１５時００分閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

各議案の採決結果（議長は可否に入らず） 

・農地法第３条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１７名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・非農地証明願いについて 

賛成委員・・・・・・・１７名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第４条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１７名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく事業計画変更の申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１７名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１７名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用集積計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・１７名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用配分計画について 

賛成委員・・・・・・・１７名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農業経営改善計画の審査について 

賛成委員・・・・・・・１７名  反対委員・・・・・・・０名 

 

 

上記は会議の顛末を録して正当なることを証して署名する。 

 

 

農業委員会会長（議長） 

 

 

 

署名委員    ８番 

 

 

 

署名委員    １２番 

 

 


